
令和７年度第１回船橋市母子保健連絡協議会

【報告3】地域保健課の取り組みについて

船橋市地域保健課
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１．船橋市成育医療等に関する計画「すこやか親子ふなばし（第2次）」について

(1)計画策定の趣旨及び概要

計画策定の趣旨

船橋市母子保健計画「すこやか親子ふなばし(令和2年度～令和6年度)」の計
画期間が終了することに伴い、成育医療等基本方針を踏まえ、船橋市成育
医療等に関する計画「すこやか親子ふなばし（第2次）」を令和7年3月策定
した。

計画の期間

令和7年度から令和11年度までの5年間

◆計画の基本理念

すべてのこどもが健やかに育つまち船橋
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１．船橋市成育医療等に関する計画「すこやか親子ふなばし（第2次）」について

(2)計画の構成
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基本目標Ⅰ 妊産婦等への保健施策

妊産婦やその家族が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制
を構築します。

基本目標Ⅱ 乳幼児期における保健施策

こどもの健やかな成長を育むため、医療・保健・福祉等と連携を図り、切れ目ない支援体制を整備します。

基本目標Ⅲ 学童期及び思春期における保健施策

学童期及び思春期のこどもが自分を大切にし、将来に向けた健康管理を行えるよう支援する体制づくりを目
指します。

基本目標Ⅳ 生涯にわたる保健施策

ライフステージに応じた健康支援を行う体制づくりを目指します。

基本目標Ⅴ 子育てやこどもを育てる家庭への支援

地域全体でこどもの健やかな成長を見守り育むための取り組みを推進します。



２．令和6年度開始の新規事業の報告①

(1)妊婦健康診査 15回・16回目追加助成

妊娠40週以降に妊婦健康診査の受診が必要な方、及び妊娠40週以内であっても医師が14回
を超える健診が必要と判断した方に対して、2回を上限として費用の一部助成を行う。

○令和6年度実績 受診件数：880件（償還払い含む）

(2)特定妊婦等に対する産科受診等支援事業
妊娠の可能性があるが経済的困窮等により産科医療機関への初回受診が困難な妊婦に対し、
初回産科受診料の助成等を含む産科医療機関受診等の支援や妊婦訪問等を実施する。

○令和6年度実績 支援件数：3件
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２．令和6年度開始の新規事業の報告②

(3)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得世帯の妊婦が妊娠判定のために産科医療機関を受診した費用（初回産科受診料）の
一部助成を行う。また、関係機関と連携しながら支援を行う。

（令和7年度より児童相談所開設準備課へ事業を移管）

○令和６年度実績 助成件数：2件
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２．令和6年度開始の新規事業の報告②

(4)プレコンセプションケアの推進
• 令和6年度より、実習に来た学生を対象にプレコンセプションケアに関する講義・グルー
プワークを実施。大塚製薬株式会社と包括連携協定を締結し、連携して取り組んでいる。

• 学童期・思春期を対象とした健康教育の推進に向け、中学校へ思春期講座の実施希望調
査を令和7年度に実施。

→実施希望調査の結果、毎年実施している2校に加え、9校が実施希望と回答。

＜中学校を対象とした健康教育 実績の推移＞
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令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

実施校数 3 2 2 3（予定）



３．令和7年度新規事業の取り組み①

(1)１か月児健康診査の費用助成（令和7年4月開始）
産科医療機関等に委託し、1か月児健康診査を実施。

• 市内の産科医療機関で行う健康診査は、受診票を使用することで無料。

• 市が契約している市外の産科医療機関で健康診査を行った場合は、上限額の6,000円を超
えた場合は自己負担となる。

〇対象者数：3,836人
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３．令和7年度新規事業の取り組み②

(2)家事・育児支援サービス事業「にこにこママパパサポートふなばし」

（令和7年7月15日開始）
妊産婦や乳児のいる家庭が抱える家事・育児への負担を軽減するため、訪問支援サービス
を実施。

• 利用対象者：船橋市内に住民票がある妊婦、または1歳未満のお子さんがいる家庭。

• 利用期間：出産予定日8週間前～満1歳の誕生日の前日まで。

• 周知方法：広報ふなばし、市ホームページ、市公式X（旧 Twitter）、Facebook、

ふなっぷ、ふなっこアプリ、チラシ（妊娠後期アンケートに同封して送付、

4か月児健康相談時に配布）

○申請件数 87件（令和7年8月22日現在）
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３．令和7年度新規事業の取り組み②

(3)妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
出産・子育て応援事業として、令和5年2月より開始。
国の制度変更に伴い、令和7年4月1日より、経済的支援は妊婦のための支援給付事業、伴走
型支援は妊婦等包括相談支援事業に変更となった。妊婦・産婦に寄り添いながら、経済的
支援と伴走型支援を実施。

• 妊婦のための支援給付：妊婦であることの認定後に5万円、胎児1人当たり5万円を支給。

• 妊婦等包括相談支援事業：面接等の実施により、必要な情報提供や相談に応じるととも
に、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型支援を行う。
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４．令和８年度事業実施に向けて

(1)５歳児健康診査
• こどもの個々の発達の特性を早期に把握し、育児の困難さや子育て相談のニーズを踏ま
えながら、こどもとその家族を必要な支援につなげる。

• 実施にあたっては、健康診査においてこどもへの発達支援のニーズや保護者に対する子
育て相談等（就学に向けた相談を含む）のニーズがある場合に、地域全体で必要な支援
を提供するためのフォローアップ体制の整備が求められる。

• 特に、保健、医療、福祉、教育の各分野の関係者が連携して、地域のフォローアップ体
制を充実していくことが重要となる。

令和7年4月にこども家庭庁成育局を訪問し、本市の現状と5歳児健康診査の
検討状況を伝え、アンケート方式を含め本事業の実施方法の在り方を
検討していただきたいと申し入れを行った。

引き続き、令和8年度の実施に向けて準備を進めていきます。
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